
      訪問リハビリテーション利用料金表 （２０２４年６月１日現在） 

１

回

に

つ

き

算

定 

訪問リハビリテーションサービス費（要介護） 介護報酬の料金 利用者負担金 

所

要

時

間 

２０分 
週６回まで ※退院・退所日から 3 月

以内は週 12 回まで（１日４回まで） 
３，0８０円 ３０８円 

介護予防リハビリテーションサービス費（要支援） 介護報酬の料金 利用者負担金 

所

要

時

間 

２０分 
週６回まで ※退院・退所日から 3 月

以内は週 12 回まで（１日４回まで） 
２，９８０円   ２９８円  

加算(減算)項目 内容 介護報酬の料金 利用者負担金 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 勤続 7 年以上のものがいる場合 ６０円 ６円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 勤続 3 年以上のものがいる場合 ３０円 ３円 

退院時共同指導加算 
入院中の利用者の退院前カンファレン

スに出席し共同指導を実施した場合 
６,０００円 ６００円 

１２月超減算 

（介護予防のみ） 

12 ヶ月を超えた期間に訪問リハビリ

を行った場合（１回につき） 

※ただしリハビリテーション会議を３

月に一度開催し、状況を共有した場合

は減算しない 

－３００円 －３０円 

計画書未実施減算 

（１回につき） 

事業所の医師が診療をおこなってない利用者

に対して、訪問リハビリテーションを実施した

場合 

－５００円 －５０円 

１
日
に
つ
き
算
定 

短期集中 

リハビリテーション実施加算 

退院・退所日または認定日から３月以

内、週２日以上１日２回以上実施  
２,０００円 ２００円 

認知症短期集中 

リハビリテーション実施加算 

退院・退所日または認定日から３月以

内、週２日を限度として実施 
２,４００円 ２４０円 

移行支援加算(要介護のみ) 社会参加維持へｻｰﾋﾞｽ移行体制 １７０円 １７円 

口腔連携強化加算(要介護のみ) 
口腔の健康状態の評価を実施し、歯科

及びケアマネに情報提供した場合 
５００円 ５０円 

1

月

に

つ

き

算

定 

リハビリテーション 
マネジメント加算イ 訪問リハビリスタッフ及び多職種協働

により、継続的にリハビリテーション

の質を管理した場合   

１,８００円 １８０円 

リハビリテーション 
マネジメント加算ロ 

２,１３０円 ２１３円 

リハビリテーション 
マネジメント加算 

医師がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画について利用者

又は家族に説明し、同意を得た場合 
２,７００円 ２７０円 



高齢者虐待防止措置未実施減算 
虐待防止について取組みを実施してい

なかった場合 

所定単位 

－１/１００ 

所定単位 

－１/１０ 

業務継続計画未策定減算 
感染及び自然災害について業務継続計

画を策定していなかった場合 

所定単位 

－１/１００ 

所定単位 

－１/１０ 

交
通
費 

千歳市内 無料 

千
歳
市
以
外 

事業所から片道おおむね １０ｋｍ未満 ３３０円（税込） 

事業所から片道おおむね １０ｋｍ以上２０ｋｍ未満 ４９５円（税込） 

事業所から片道おおむね ２０ｋｍ以上３０ｋｍ未満 ８２５円（税込） 

事業所から片道おおむね ３０ｋｍ以上 １,１５５円（税込） 

 口座引落し手数料（口座からの引落しを選択した場合）  １１０円（実費負担） 

 

◆ 介護保険の一部負担金につき、公費負担がある場合は、その分が減免となります。       

◆ 表中の利用者負担金は１割負担で計算しています。 

◆ 短期集中リハビリテーション実施加算は、退院退所または初めて要介護認定を受けた後、早期に在

宅生活の自立性の向上を目的にリハビリテーションを行った場合に加算されます。 

◆ 急性増悪等により一時的に頻回な訪問リハビリテーションが必要となった場合は、医療保険の取扱

となるため、一部負担金が別途かかります。 

 


